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＜つみたて NISAを満額利用するための注意点とは＞ 

 
 

 

つみたて NISAは年間で最大 40万円を上限として、クレジットカードや証券口座を用いて月々の積

み立てを行う税制メリットの大きい投資です。 

最長で 20年間、分配金や売買収益への課税がされず非課税で、長期間にわたる分散投資を行うこ

とが可能であることが、つみたて NISAの人気の理由となっています。 

 

年間 40万円の限度額まで積み立てる満額利用を検討されている方が増えていますので、つみたて

NISAの満額利用で注意すべき点について改めて解説いたします。 

 

１． つみたて NISAの満額利用の開始時期と増額 

つみたて NISAを満額利用することで、税金の非課税メリットを最大限に活用したいと考える場合に

は、積み立てを開始するタイミングについて注意が必要です。 

個人の資産運用であるつみたて NISAは、1年の期間を元旦（1月 1日）から大晦日（12月 31日）

までとしています。4月から 3月の会計年度ではありません。 

つまり、つみたてNISAの満額利用の計算は、カレンダー通りの 1月から 12月までの期間で、40万

円を積み立てたかどうかとなります。 

 

つみたて NISAを 1月から開始する場合には、毎月 3万 3333円を積み立てることによって年間で

満額となる 40万円の積み立てを実行することが出来ます。 

しかし、多くの方にとって、年末年始は忙しく、1月があっという間に過ぎてしまうため、資産運用のこ

とをすっかり忘れてしまい 1年の途中でつみたて NISAのことを思い出します。 

 

こうした 1年の途中の月から、つみたて NISAを開始して、初年度から満額利用を行うためには、月

あたり 3万 3333円ではなく、40万円を残り月数で割った金額に増額しなければなりません。 

例えば 8月からつみたて NISAを開始して満額利用するには、8月を含む残り月数は 5 カ月となり

ますので、40万円を 5 カ月で割って月あたり 8万円に増額するようにしてください 

 

２． つみたて NISAのリスクに関する注意点 

つみたて NISAは節税効果が高い制度であるため、満額利用が年間 40万円だと知ると、どうしても

限度額いっぱいまで利用しなければ損だと感じる方がいらっしゃいます。 

しかし、つみたて NISA は節税メリットがある一方で、選択可能な投資信託には必ず株式が含まれ

ているため、リスクがあることを忘れないようにしましょう。 
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特に期待利回りが高く設定されている投資信託については、リターンの期待が高い分だけリスクも

同様に高くなります。 

つみたて NISAは決して満額利用しなければならない制度ではありませんので、ご自身の現在の収

入や、資産形成の目標金額を考慮しながら、毎月の積立金額を決定しましょう。 

 

ただし、つみたて NISA の上限金額 40万円に満たなかった金額については、翌年以降に持ち越す

ことが出来ませんので、合わせてご注意ください。 

 

３． つみたて NISAの満額利用に関する注意点まとめ 

つみたて NISAは月額 3万 3333円を継続して積み立てることによって、年間で最大 40万円の投資

信託や ETFへの投資からの分配金や売買収益が、非課税となります。 

投資信託の配当金や売買収益には通常、20.315％の課税がされますので、節税効果はとても魅力

的です。 

 

満額利用の基準となる期間は、毎年元旦の 1月 1日から、大晦日の 12月 31日までです。4月から

3月末までの会計年度ではありませんので注意しましょう。 

また、つみたて NISAのリスクについても忘れないようにしてください。どれだけ節税メリットが高くて

も思うような投資成果が得られなければ元も子もありません。 

 

決して満額利用が必須ではありませんので、リスクについて理解し、収入や目標金額を考慮しなが

ら毎月の積立金額を決定してください。 
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参考 

経済金融情報メディア「F-Style」：https://fstandard.co.jp/column/ 

“F-Style”とは？ 

人々のくらしと密接に関わる「お金のヒミツや仕組み」を、より分かりやすくお伝えする経済金融メディ

アです。 

https://fstandard.co.jp/column/

